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○

生
活
衛
生
関
係
営
業
の
運
営
の
適
正
化
及
び
振
興
に
関
す
る
法
律
施
行
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
厚
生
省
令
第
三
十
七
号
）
（
抄
）
（
第
九
条
関
係
）

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

改

正

案

現

行

目
次

目
次

第
一
章
～
第
三
章

(

略
）

第
一
章
～
第
三
章

(

略
）

第
四
章

振
興
計
画
（
第
十
五
条
―
第
十
六
条
の
二
）

第
四
章

振
興
計
画
（
第
十
五
条
・
第
十
六
条
）

第
五
章
・
第
六
章

(

略
）

第
五
章
・
第
六
章

(

略
）

第
七
章

雑
則
（
第
二
十
九
条
―
第
三
十
三
条
）

第
七
章

雑
則
（
第
二
十
九
条
―
第
三
十
四
条
）

附
則

附
則

（
振
興
計
画
に
係
る
認
定
の
申
請
）

（
振
興
計
画
に
係
る
認
定
の
申
請
）

第
十
五
条

組
合
又
は
小
組
合
は
、
法
第
五
十
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
振
興

第
十
五
条

組
合
又
は
小
組
合
は
、
法
第
五
十
六
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
振
興

計
画
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
振
興
計
画
及
び
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記

計
画
の
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
振
興
計
画
及
び
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記

載
し
た
申
請
書
を
、
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

載
し
た
申
請
書
を
、
地
方
厚
生
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

振
興
計
画
の
概
要

一

振
興
計
画
の
概
要

二

当
該
地
区
に
お
け
る
当
該
業
種
の
営
業
の
概
況

二

当
該
地
区
に
お
け
る
当
該
業
種
の
営
業
の
概
況

三

振
興
事
業
に
参
加
す
る
者
及
び
当
該
組
合
又
は
小
組
合
の
組
合
員
数

三

振
興
事
業
に
参
加
す
る
者
及
び
当
該
組
合
又
は
小
組
合
の
組
合
員
数

四

振
興
事
業
の
効
果

四

振
興
事
業
の
効
果

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
振
興
計
画
の
変
更
に
係
る
認
定
の
申
請
）

（
振
興
計
画
の
変
更
に
係
る
認
定
の
申
請
）
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第
十
六
条

組
合
又
は
小
組
合
は
、
令
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
振
興
計
画
の
変

第
十
六
条

組
合
又
は
小
組
合
は
、
令
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
振
興
計
画
の
変

更
に
係
る
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請

更
に
係
る
認
定
を
受
け
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
申
請

書
を
、
都
道
府
県
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

書
を
、
地
方
厚
生
局
長
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

変
更
の
理
由

一

変
更
の
理
由

二

変
更
事
項
の
内
容

二

変
更
事
項
の
内
容

２
・
３

（
略
）

２
・
３

（
略
）

（
振
興
計
画
の
認
定
等
の
報
告
）

第
十
六
条
の
二

令
第
九
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
は
、
遅
滞
な
く
、
次
に
掲
げ

（
新
設
）

る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
厚
生
労
働
大
臣
に
提
出
し
て
行
う
も
の
と
す
る
。

一

振
興
計
画
の
認
定
を
し
、
振
興
計
画
の
変
更
の
認
定
を
し
、
又
は
振
興
計
画
の

認
定
を
取
り
消
し
た
組
合
又
は
小
組
合
の
名
称

二

振
興
計
画
の
認
定
を
し
、
振
興
計
画
の
変
更
の
認
定
を
し
、
又
は
振
興
計
画
の

認
定
を
取
り
消
し
た
年
月
日

三

振
興
計
画
の
変
更
の
認
定
を
し
た
と
き
は
、
変
更
事
項
の
内
容

四

振
興
計
画
の
認
定
を
取
り
消
し
た
と
き
は
、
そ
の
理
由

（
権
限
の
委
任
）

（
削
る
）

第
三
十
条

法
第
六
十
四
条
の
三
第
一
項
及
び
令
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
法

第
五
十
六
条
の
三
第
一
項
及
び
第
四
項
並
び
に
令
第
六
条
に
規
定
す
る
厚
生
労
働
大

臣
の
権
限
は
、
地
方
厚
生
局
長
に
委
任
す
る
。

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
よ
る
手
続
）

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
よ
る
手
続
）



- 36 -

第
三
十
条

(

略
）

第
三
十
一
条

(

略
）

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
の
構
造
）

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
の
構
造
）

第
三
十
一
条

(

略
）

第
三
十
二
条

(

略
）

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
へ
の
記
録
方
式
）

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
へ
の
記
録
方
式
）

第
三
十
二
条

第
三
十
条
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
へ
の
記
録
は
、
次
に
掲
げ
る
方

第
三
十
三
条

第
三
十
一
条
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
へ
の
記
録
は
、
次
に
掲
げ
る

式
に
従
つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

方
式
に
従
つ
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

(

略
）

一
・
二

(

略
）

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
は
り
付
け
る
書
面
）

（
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
は
り
付
け
る
書
面
）

第
三
十
三
条

第
三
十
条
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
は
、
日
本
工
業
規
格
Ｘ
六
二

第
三
十
四
条

第
三
十
一
条
の
フ
レ
キ
シ
ブ
ル
デ
ィ
ス
ク
に
は
、
日
本
工
業
規
格
Ｘ
六

二
三
号
に
規
定
す
る
ラ
ベ
ル
領
域
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
は
り

二
二
三
号
に
規
定
す
る
ラ
ベ
ル
領
域
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
を
記
載
し
た
書
面
を
は

付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

り
付
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
・
二

(

略
）

一
・
二

(

略
）


